
大牟田市広告入り市民部窓口用封筒に係る寄贈希望者募集要領 

 

この要領は、大牟田市広告入り封筒の寄贈に関する要綱（平成１９年９月１３日施行。以下「寄

贈に関する要綱」という。）に基づき、大牟田市市民部市民課及び税務課の窓口で使用する窓口用

封筒に広告を掲載した封筒（以下「広告入り窓口用封筒」という。）の寄贈を希望する者（以下

「寄贈希望者」という。）を公募するに当たり、募集の取扱い等に関し必要な事項を定めます。 

 

１ 寄贈希望者の応募資格 

 次の要件を満たし、広告入り窓口用封筒の寄贈が可能な者とします。 

（１）地方自治法施行令の欠格事項（第１６７条の４）に該当しない者 

（２）市税等を滞納していない者 

（３）暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者（次のいずれ

にも該当しない者） 

  ア 事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者 

  イ 暴力団員が実質的に運営している者 

  ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者 

  エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を

締結している者 

  オ 法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員に対して

経済上の利益又は便宜を供与している者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者 

 

２ 広告入り窓口用封筒の仕様 

（１）必要枚数 

①Ａ４判用封筒   ５７,０００枚 

②Ａ５判用封筒    ２,０００枚 

年間５９，０００枚（合計：１７７，０００枚） 

※使用期間中これを超える枚数が必要となった場合は、追加寄贈をお願いします。 

※各年度ごとの必要枚数については、協議の上、詳細を決定します。 

※なお、広告入り窓口用封筒は、市民課及び税務課で用務が終わった市民等が自由に利用するも

のであり、市が利用を義務付けているものではありません。 

（２）使用期間 

令和８年６月１日から令和１１年５月３１日まで（３年間） 

※ただし、１年ごとに掲載内容を更新し、新たな封筒を作製すること。 

（３）仕様 

  ①封筒の材質  再生紙又は上質紙・白無地又は明るい地色のもの 

  ②封筒の規格  Ａ４判用封筒・Ａ５判用封筒 

  ③広告規格 

   ・市の掲載部分は、封筒の表面及び裏面それぞれの上部の７０％以上とします。 

   ・広告の掲載部分は、封筒の表面及び裏面それぞれの下部の３０％未満とします。 

・広告枠数は、表面及び裏面のそれぞれに１～２枠とし、色数は任意とします。 

・封筒に「この封筒は、広告主の協賛により寄贈されたものです。」と表示してください。 



（４）納入時期 

令和８年版  ５９，０００枚  令和８年５月２２日（金曜日）必着 

令和９年版  ５９，０００枚  令和９年５月２１日（金曜日）予定 

令和１０年版 ５９，０００枚 令和１０年５月１９日（金曜日）予定 

以後は市民課からの発注により、随時納入してください。（協議可） 

※各年度ごとの必要枚数及び納入時期については、協議の上、詳細を決定します。 

（５）納入場所 

大牟田市役所市民部市民課 

（６）梱包 

１束１００枚ごとに区分し、箱に入れてください。 

 

３ 広告主及び広告内容の基準 

（１）広告主及び広告内容の基準については、大牟田市広告掲載要綱（平成１９年４月１日施行）

及び大牟田市広告掲載基準（平成１９年４月１日施行）に従ってください。 

なお、個人の氏名や写真、販売期間などの期日が明示された広告は、掲載できません。 

（２）寄贈採納の決定を受けた者（以下「寄贈決定者」という。）は、広告主の募集に当たり、広

告主の所在地が大牟田市内である企業又は事業者等が、全体の広告主の８割以上を占めるよう

努めてください。 

（３）寄贈決定者は、広告主の所在地が大牟田市内である場合は、広告主に承諾書（様式第２号）

の提出を依頼し、これを提出してください。 

ただし、広告主の所在地が大牟田市外である場合は、広告主の本店所在地の税務署が発行す

る「納税証明書（その３の３）」又は「納税証明書（その３の２）」（いずれも令和７年１２

月１日以降に発行されたもの）の提出を依頼し、これを提出してください。 

（４）寄贈決定者は、広告主に役員等調書及び照会承諾書（様式第３号）の提出を依頼し、これを 

提出してください。 

 

４ 募集期間・応募方法 

（１）募集期間  令和７年１１月４日（火曜日）から同月１８日（火曜日）午後５時まで 

（２）提出書類  

・広告入り窓口用封筒寄贈採納申込書（様式第１号） 

・登記事項証明書（法人の場合）（申請日前３ヶ月以内に発行のもの：コピー可） 

・身分証明書（個人の場合）（本籍地の市町村で申請日前３ヶ月以内に発行のもの：コピー

可） 

・納税証明書（申請日前３ヶ月以内に発行のもの：コピー可） 

  ①国税の納税証明書（法人の場合：その３の３、個人の場合：その３の２） 

  ②県税に未納のない証明書 

  ③大牟田市税の滞納のない証明書（市内の寄贈希望者のみ） 

   ・役員等調書及び照会承諾書（様式第３号） 

（３）応募方法 

提出書類を郵送又は持参により下記に提出してください。 

〒836-8666 大牟田市有明町２丁目３番地 

大牟田市市民部税務課諸税担当 

（電話）０９４４－４１－２４７１ 

 



５ 寄贈希望者の決定方法 

（１）広告入り窓口用封筒寄贈採納申込書を提出した者を対象に、寄贈に関する要綱第６条の規定

に基づき決定します。 

（２）応募結果については、すべての申込み者に対し文書で通知します。 

（３）寄贈希望者は、協定締結に際し暴力団排除措置のための誓約書（別紙１）を提出してくださ

い。なお、この誓約書の提出がない場合は、協定の締結はできません。 

 

６ 協定書の提出 

寄贈決定者は、当該決定に係る通知を受けた日から５日以内に大牟田市と協定書（別紙２）を

締結してください。 

 

７ 広告入り窓口用封筒の作製 

（１）寄贈決定者は、広告掲載内容審査申込書（様式第４号）を提出し、広告主及び広告内容につ

いて承認を受けてください。 

（２）前号の承認に当たり、広告の内容等に修正・削除等が必要と判断した場合は、寄贈決定者を

通じて広告主に修正・削除等を求めることがあります。 

（３）寄贈決定者は、広告掲載の承認を受け、印刷しようとするときは、再度確認をするため、税

務課へ原稿を提出してください。 

 

８ その他 

（１）寄贈希望者は、この募集要領、寄贈に関する要綱のほか大牟田市広告掲載要綱及び大牟田市

広告掲載基準を熟読の上、応募してください。 

（２）提出された書類等は返却しません。 

 

９ 問い合わせ先 

〒836-8666 大牟田市有明町２丁目３番地 

大牟田市市民部税務課諸税担当 

（電話）０９４４－４１－２４７１ （ファックス）０９４４－４１－２５５２ 

（Ｅメールアドレス）e-zeimu01@city.omuta.fukuoka.jp 

  



様式第１号 

 

広告入り窓口用封筒寄贈採納申込書 

 

 

 

大牟田市に、次のとおり寄贈します。 

 

 

品名・数量 

 

①  Ａ４判用封筒    ５７，０００枚 ×３年分  

 

②  Ａ５判用封筒     ２，０００枚 ×３年分  

 

※各年度ごとの枚数は、年度ごとに協議し、枚数変更について承諾します。 

 

 

 

 

寄贈者  住所又は所在地                         

 

事 業 所 名 等                         

 

代表者職・氏名                         

 

電 話 番 号                         

 

担当者職・氏名                         

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 大牟田市長  様 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

承 諾 書 

 

 

 

大牟田市広告掲載基準第５条第２０号の規定に反していないことを証明するため、 

大牟田市が市税納付状況調査を行うことを承諾します。 

 

 

 

 

広告掲載希望者  住所又は所在地                         

 

事 業 所 名 等                         

 

代表者職・氏名                         

 

電 話 番 号                         

 

ファックス番号                         

 

令和   年   月   日 

 

 

 大牟田市長  様 

 

 

 



様式第３号 

役員等調書及び照会承諾書 

 

令和   年   月   日 

大牟田市長  様 

（届出者）所在地 

商号又は名称 

代表者名                

 

 次の役員等調書の記載事項については、事実と相違ないことを誓約するとともに、この調書に記

載した者について、大牟田市広告掲載基準第５条第１５号に揚げる者に該当するかどうかを確認す

るため、大牟田警察署に照会することを承諾します。 

役職名 
フリガナ 

生年月日 性別 
氏名 

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

  

   Ｔ 

 Ｓ   ．  ．  

 Ｈ 

男 

 

女 
  

※この調書に記載されたすべての個人情報は、大牟田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和５年４月１日施行）の規定に基づいて取り扱うものとし、暴力団等の排除の措置以外の目的には

使用しません。 

※契約事務を委任する場合は、受任者（支店長、営業所長、その他の者）も記載してください。 

※監査役の記載は不要です。  



役員等調書及び照会承諾書 記入要領 

 

 

１ この調書には、次に該当する者を記載してください。 

 

（１） 法人 

株式会社 

有限会社 

合名会社 

合同会社 
合資会社 

社団法人 

財団法人 

左記に揚げる法人

以外の法人 

●取締役（代表取

締役を含む） 

●執行役（代表執

行役を含む） 

社員 無限責任社員 
理事（代表理事を

含む) 

左記に揚げる役職

に相当する地位に

ある者 

上記に揚げる者のほか、次に該当する者 

●支配人を置く場合は、支配人 

●支店長、営業所長その他の者に契約事務を委任する場合は、支店長、営業所長その他の者 

 

※ 監査役の記載は不要です。 

 

（２） 法人格を有しない団体 

   代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされる者 

 

（３） 個人 

届出者本人 

 

２ 氏名は、戸籍に記載されている氏名を楷書で記入してください。 

 

３ 役員等欄が不足する場合は、届出者の記名を省略せず、複数枚提出してください。 

 

 

  



様式第４号 

広告掲載内容審査申込書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

広告入り窓口用封筒に掲載する広告の内容審査について、下記のとおり申し込みま

す。 

申込みに当たっては、大牟田市広告掲載要綱、大牟田市広告掲載基準、大牟田市広

告入り封筒の寄贈に関する要綱及び大牟田市広告入り市民部窓口用封筒に係る寄贈希

望者募集要領を遵守します。 

なお、詳細な広告掲載内容については別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

寄贈決定者  住所又は所在地                         

 

事 業 所 名 等                         

 

代表者職・氏名                         

 

担当者職・氏名                         

 

電 話 番 号                         

 

ファックス番号                         

 

 

大牟田市長   様 

 


